
法改正について 
(第119回介護給付費分科会を踏まえて) 

 



 
 2月６日に第119回の介護給付費分科会発表が御座いました。 
 
運営に関しての概要は概ね以前より謳われておりました 
内容から大きな変更は御座いませんでした。 
 
再確認を含めてご案内させて頂きます。 
 



【基本報酬(案)】 
要介護 2～3 3～5 5～7 7～9 

要介護 1 298  426 641 735 

要介護 2 342  488 757 868 

要介護 3 386  552 874 1006 

要介護 4 430  614 990 1144 

要介護 5 475  678 1107 1281 

2～3 3～5 5～7 7～9 日割り 

要支援 1 1647 1647 1647 1647 54 

要支援 2 3377 3377 3377 3377 111 

要介護で7～9 ave -9.22%down 
要支援でave -21%down 



 

 

 

認知症加算（60単位/日） 
 
①指定基準に加えて、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保して
いること 
 
②前年度または算定月が属する月の前三か月間の利用者の総数のうち、日常生
活に支障をきたす恐れのある症状または行動が認められることから介護を必要
とする認知症の者（日常生活自立度Ⅲ）の占める割合が100分の20以上であ
ること。 
 
指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供にあたる認
知症介護の指導に関わる専門的な研修、認知症介護に関わる専門的な研修、認
知症介護に関わる実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること 
（認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研
修等） 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

〇利用登録者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度III以上を20％以上受け入れている事
業所は21.5％であり日常生活自立度III以上の認知症高齢者を受け入れていない事業所と比
較すると、常勤換算方法で介護職員を多く配置している。→評価基準 

 

 
 
 



 

 

 

中重度者ケア体制加算→45単位/日 
 

①指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護
職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上の確保 
 
②前年度または算定日が属する月の前3か月の利用者の総数のう
ち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であ
ること 
 
③指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の
提供にあたる看護職員を1名以上配置していること。 



 

 

 

延長加算の変更点 
 
①最長3時間算定～5時間算定迄可能（1時間あたり50単位、7-
9習得の前提は変わらず。） 
 
②宿泊サービスを伴う算定は不可になる方向性 
 
→スポット泊利用者、定期宿泊利用者の利用数が影響！ 
【直営店サンプル】 
    Ａ：述べ延長加算数：214回×50単位＝10,700単位 
      30日連泊の方延長加算算定分でなく宿泊サービスを利用する場合の加算 
      →94回×50単位=4700単位(10.54)＝49,538円の消失。 
 
         B：述べ延長加算数:48回×50単位＝2400単位 
      30日連泊の方延長加算算定分でなく宿泊サービスを利用する場合の加算 
      →16回×50単位=800単位(10.45)＝8,360円の消失。 

 
 



 

 

 

送迎に関して 
 
・新たに「送迎自体の実行なし」について片道-47単位の減算 
 
夜間サービスに関して 
 
・お泊りの届出制、情報公開、事故報告 
 
＋お泊りガイドライン 
 
 
 



 

 

 

処遇改善加算の料率UP 
 
新設で4.0%,既存要件のⅠで2.2% 
 
新設処遇改善加算要件 
 
・介護職員の任用の際における職責又は職務内容などの要を定め
て周知していること（賃金に関するものを含んで） 
・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画
に関わる研修の実施または研修の機会を確保していること。 
・27年4月から処遇改善で要した費用の内容を計画の届出の前月
までに職員に周知していること。 
処遇改善加算4%,70%稼働195万報酬想定。78,088円（今が215万で
40,850円） 
 



個別機能訓練加算Ⅱ→56単位に 
 
 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下「理学療法
士等」という。）を一名以上配置していること。 
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共
同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重
視した個別機能訓練計画を作成していること。 
 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓
練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓
練を適切に行っていること。 

 



個別機能訓練加算Ⅱ→56単位に 
 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下「理学療法士等」
という。）を一名以上配置していること。 
 
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共
同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視
した個別機能訓練計画を作成していること。 
 

 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練
の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を
適切に行っていること。 
＋ 
「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作
成し、その後三か月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で当該利用
者またはその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。」が追加。 



 

 

 

地域密着サービスへの移行に関して（全国介護保険担当課長会議、分科会資料 

定員18名以下は「地域密着型通所介護」に。平成28年4月からの施行。 
 
・報酬に関しては今回の改定での単価（小規模）を踏襲する見込み。 
・地域連携の為運営推進会議の設置など新たに基準を設ける。（半年に1度程か） 
 
 
 

 
 
 

 

◇ご参考：「地域密着化への以降」 



 

 

 

 
 

◇ご参考：平成27年8月～の「一部2割負担」 



 

 

 

◇ご参考：平成27年8月～の「一部2割負担」 


